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紀勢地区広域消防組合特定事業主行動計画 

 

令和８年４月１日改訂 

紀勢地区広域消防組合 

消 防 本 部  消 防 長 

 

紀勢地区広域消防組合特定事業主行動計画（以下「計画」という。）は、女性の職業 

生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。） 

第１９条に基づき、紀勢地区広域消防組合消防本部消防長が策定するものです。 

 

１ 計画の改訂 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 

法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第６３号）及び女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部 

を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第１０３号。以下「改正府令」という。）の 

公布に伴い計画を改訂し、計画期間を延長するとともに状況の把握及び課題の分析に 

より数値目標を再設定する。 

 

２ 計画期間 

２０２６年（令和８年）４月１日から２０３６年（令和１８年）３月３１日まで 

 

３ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

当組合では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、消防本部総務課 

において、計画の策定・変更、計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況 

の点検・評価等について協議を行うものとする。 

 

４ 対象職員 

計画の対象職員は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主 

等を定める規則（平成２９年紀勢地区広域消防組合規則第１号）に基づき消防長が任命 

する職員（再任用職員を含む。）とする。 
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５ 女性の職業生活における活躍に関する状況の把握 

法第１９条第 3 項及び改正府令第２条第１項の規定に基づき、当組合における、女性の 

職業生活における活躍に関する状況を、「女性に対する職業生活に関する機会の提供」と 

「職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備」に区分して把握する。 

 

（１）女性に対する職業生活に関する機会の提供（状況の把握） 

（改正府令第２条第１項第１号関係） 

 

① 職員の男女の給与の額の差異           （令和７年４月１日時点） 

職員区分 
職員の男女の給与の額の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

常勤職員 － 

常勤職員以外の職員 － 

計 （女性職員在籍なし） 

 

② 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合   （令和７年４月１日時点） 

管理職員数 うち女性管理職員数 管理職員の女性割合 

５名 （在籍なし） － 

 

③ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 

（令和７年４月１日時点） 

役職段階 職員数 うち女性職員数 女性割合 伸び率（前年比） 

次長 ０名 － － － 

課長級 ５名 － － － 

課長補佐級 １２名 － － － 

係長級 ２４名 － － － 

主任 ２２名 － － － 

係員 ２７名 － － － 

計 ９０名 （在籍なし） － － 
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④ 採用した職員に占める女性職員の割合    （令和７年４月１日付採用職員） 

採用職員数 うち女性職員数 女性職員の割合 

６名 ０名 ０．０％ 

 

⑤ セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

主 な 対 策 

・ 内規「紀勢地区広域消防組合職員のハラスメント防止に関する指針」の制定 

・ 消防長による「ハラスメント防止宣言」 

・ ハラスメントの通報・相談窓口の設置 

・ ハラスメント防止に関する情報の発信 

・ ハラスメント防止に関する職員研修等の実施 

・ 職場のハラスメントチェック等（アンケート調査）の実施 

・ ハラスメント等撲滅推進会議の開催 

 

⑥ 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合  （試験年度：令和６・７年度） 

試験 

年度 

受験者数 うち女性の受験者数 女性の受験者割合 

 
うち 

採用者数 
 

うち女性の 

採用者数 
 

うち女性の 

採用者割合 

Ｒ６ ７人 ６人 ０人 ０人 ０．０％ ０．０％ 

Ｒ７ ５人 ３人 ０人 ０人 ０．０％ ０．０％ 

 

⑦ 職員に占める女性職員の割合           （令和７年４月１日時点） 

職員数 うち女性職員数 女性職員の割合 

９０名 （在籍なし） － 

 

（２）職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備（状況の把握） 

（改正府令第２条第１項第２号関係） 

 

⑧ 平均した継続勤務年数の男女の差異        （令和７年４月１日時点） 

男性職員の平均勤続年数 女性職員の平均勤続年数 男女の差異 

１９．１年 （在籍なし） － 
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⑨ 男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況      （令和６年実績） 

性別 
出産又は配偶者

が出産した職員 

育児休業 を 

取得した職員 
取得率 平均取得期間 

男性職員 ３人 ２人 ６６．７％ ２９．０日 

女性職員 （在籍なし） － － － 

 

⑩ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び取得日数の分布 

状況                           （令和６年実績） 

休暇 
配偶者が出産
した男性職員 

休暇を取 得 

した男性職員 
取得率 平均取得日数 

配 偶 者 出 産 ３人 ３人 １００．０％ ２．０日 

育 児 参 加 ３人 ２人  ６６．７％ １．５日 

 

⑪ 管理的地位にある職員とそれ以外の職員１人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

と超過勤務の上限を超えて勤務した職員数         （令和６年度実績） 

月 

1 人当たりの超過勤務時間 超過勤務の上 

限を超えて勤 

務した職員数 
管理職員 

管理職員以外の職員 

毎日勤務者 隔日勤務者 

4 月 ０．０時間 ３．７時間 １０．８時間 0 人 

5 月 ０．０時間 ２．７時間 ８．２時間 0 人 

6 月 ０．０時間 ２．１時間 ２０．０時間 0 人 

7 月 ０．０時間 １．８時間 ７．１時間 0 人 

8 月 ０．０時間 ５．３時間 １２．２時間 0 人 

9 月 ０．０時間 ０．８時間 １１．９時間 0 人 

１０月 ０．０時間 １．９時間 １２．６時間 0 人 

１１月 ０．０時間 ２．５時間 １０．４時間 0 人 

１２月 ０．０時間 ４．３時間 １４．９時間 0 人 

１月 ０．０時間 ４．５時間 １３．７時間 0 人 

２月 ０．０時間 １．７時間 １９．１時間 0 人 

３月 ０．０時間 ５．９時間 ４．９時間 0 人 

 

⑫ 年次休暇取得率                     （令和６年実績） 

職員に付与された 

年次休暇の日数 

（繰越日数を除く。） 

職員が取得した 

年次休暇の日数 
取得率 

１０日以上付与さ

れた職員のうち 

取得日数が５日 

未 満 の 職 員 数 

１，７７６日 １，１２８日 ６３．５％ 0 人 
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⑬ 職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度（育児休業並びに配偶者 

出産休暇及び育児参加のための休暇を除く。）の男女別の利用実績（令和６年実績） 

性別 対象者数 育児短時間勤務 部分休業 

男性職員 ３名 0 名 0 名 

女性職員 （在籍なし） － － 

 

６ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

法第１９条第２項第２号及び改正府令第３条の規定に基づき、計画第５項で状況把握 

を行った「女性に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立 

に資する勤務環境の整備」について、次のとおり課題の分析を行い、数値目標を設定する。 

 

（１）女性に対する職業生活に関する機会の提供（数値目標） 

消防分野における女性の活躍が進み、全国的に女性消防吏員が増加している一方 

で、「⑥採用試験の受験者総数に占める女性の割合」及び「⑦職員に占める女性職員 

の割合」をみると、令和７年４月１日現在、当組合には女性職員が在職しておらず、 

過去の採用試験における女性受験者も平成２９年度の１名のみとなっている。 

「⑤セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況」に関しては、平成３０年に 

「紀勢地区広域消防組合職員のハラスメント防止に関する指針（働きやすい職場環境 

づくりの取り組みについて）」を策定し、各種取り組みを実施している。 

以上の状況を踏まえ、当組合が女性職員にとって継続して勤務できる職場環境で 

あること、また消防分野における女性職員への期待ややりがいのある職場であること 

を、地域住民や近隣高等学校等へ積極的にＰＲすることで、採用試験における女性 

受験者の割合の増加を図るものとし、次のとおり目標を設定する。 

 

【数値目標の設定】 

項 目 目標値 達成年度 

職員に占める女性職員の割合  ３％以上 令和１８年度 

採用試験の受験者総数に占める女性の割合 １０％以上 各試験年度 
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（２）職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備（数値目標） 

「⑪管理的地位にある職員とそれ以外の職員１人当たりの各月ごとの超過勤務 

時間と、超過勤務の上限を超えて勤務した職員数」をみると、毎日勤務者と交代制 

勤務者の間で大きな差が生じている。これは、災害対応に伴う時間外勤務や、交代 

制勤務に伴う休日勤務が影響しており、消防業務の性質上、一定程度やむを得ない 

ものである。また、超過勤務時間の上限を超えた職員はいないことから、現時点で 

大きな課題は認められないものの、職員の負担軽減のため可能な限り超過勤務時間 

の削減に努めていく。 

「⑫年次休暇取得率」をみると、年間付与日数に対する取得日数の割合は、 

６３．５％であり、大きな課題は認められない。しかしながら交代制勤務者に 

ついては、災害対応など最低人員を確保する必要があり、取得に一定の制限が 

生じるため、引き続き年次休暇を取得しやすい職場環境の整備に取り組んでいく。 

「⑨男女別の育児休業取得率」及び「⑩職員の職業生活と家庭生活の両立を支援 

するための制度の男女別の利用実績」をみると、令和６年の男性職員の育児休業 

並びに配偶者出産休暇及び育児参加休暇についても高い取得率となっており、職員 

への制度説明の充実や取得促進の取組が効果を上げていることを示している。一方 

で、同一期間に複数の職員が育児休業を利用することは、災害に対応する消防力を 

維持するため、資格を有する職員の確保が必要不可欠であることから難しい現状が 

ある。しかしながら、共働き世帯の増加に伴い、男性の積極的な育児参加が求め 

られていることから、育児休業の利用促進に向けて、代替要員の確保、業務分担の 

見直し、職員の意識改革などの課題解決に向けた検討を進め、組織体制の整備に 

取り組んでいくものとし、次のとおり目標を設定する。 

 

【数値目標の設定】 

項 目 目標値 達成年 

配偶者出産休暇取得率 ８０％以上 各年 

育児参加のための休暇取得率 ８０％以上 各年 

男性職員の育児休業取得率 ５０％以上 各年 



 

 

 

 


